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（1）ルールの背景
FTA/EPAにおけるサービス貿易に関連する規

律は、締約国間におけるサービス貿易の障壁を除

去し、サービス貿易に関する政府措置の透明性を

高めることによって自由化を促進することを内容

としている。サービス貿易に関する国際的規律及

び分野別自由化約束の枠組みは、既にGATSが

存在し、WTO加盟国において一定の自由化が形

成されていることから、FTA/EPAでは、GATS

での規律及び分野別自由化の約束をベースとしつ

つも、これらは所与のものとして、GATSを上回

る自由化（GATSプラス）の確保が目指される。

このような状況の下、FTA/EPAサービス章にお

ける規律の内容は、GATSで規定されるものと比

して次第に発展してきており、また締約国のサー

ビス分野における自由化の方針、FTA/EPAの交

渉経緯（多国間交渉における課題や交渉国の政治

情勢等、FTA/EPA交渉に影響を与える要因）等

の個別の事情を反映して具体的規定が大きく異な

るものもある。サービス分野の自由化約束は、譲

許表に記載する上限関税率に関して交渉を行う物

品貿易の場合とは異なり、貿易制限効果を数値で

表すことが難しい個別分野の国内規制を扱わなけ

ればならない。FTA/EPAサービス章において、

そのための自由化約束方法は、ネガティブリスト

方式とポジティブリスト方式の2つに分類される。

ネガティブリスト方式は、一般義務として内国民

待遇、最恵国待遇等の自由化義務を規律し、それ

らの例外とする措置や分野をリストにおいて明示

的に示すものであり、例外分野として留保表に記

載されないものは、すべて内国民待遇、最恵国待

遇等の自由化を認める約束方式である。ポジティ

ブリスト方式は、内国民待遇、市場アクセスにつ

いて自由化の対象となる分野及び条件・制限をリ

ストにおいて個別に明示する約束方式であり、ポ

ジティブリストに記載されない分野は、内国民待

遇、市場アクセスについて何ら義務を負わないと

するものである。なお約束を行う分野は、WTO/

GATSで使用されるサービスの産業分類（W120）

をベースとしてリスト化するが、締約国は自由化

を行える範囲をサブセクター以下細かく特定する

ことが可能である。要するに、ネガティブリスト

は締約国が自由化義務の例外分野を特定する方式

であり、ポジティブリストは締約国が自由化を行

える分野を特定する約束方式である。前者の方が

一般的にはより自由化に資する枠組みであると考

えられるが、当然のことながら、自由化の達成度

は、すべて約束内容次第である。

（2）法的規律の概要
サービス貿易に関する各協定の規定ぶりは、当

該協定がネガティブリスト方式とポジティブリス

ト方式とのいずれを採用しているかによって決ま

るところが多い。

①�4つのモード及びモードに基づくサービス章

と投資章及び人の移動章の関係

GATS及びFTA/EPAのサービス章は、サー

ビス貿易を4つのモード（第1 越境取引、第2 国

外消費、第3 商業拠点、第4 人の移動）に類型化

第2章
サービス貿易
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しているが、FTA/EPAでは個々の協定により、

第3モードの扱いが異なる。GATS型のFTA/

EPAの場合、すべてのモードが対象となる。な

お、この場合、投資章でもサービス分野の投資

（investments in service sectors）はそのスコー

プとして排除されないため、サービス章の第3

モード（trade in service through investments）

との重複関係が生じるが、基本的には、サービス

章での個別分野の約束について投資章でも同じ約

束（留保）が行われることにより非整合性を生じ

させないこととしている。仮に両章において非整

合性の存在が明らかになった場合、その範囲にお

いてサービス章の規律及び約束が投資章に優先す

る旨の調整規定がおかれる。NAFTA型の場合

は、サービス章では、第1、2、4モードの越境貿

易のみを対象として、第3モードであるサービス

分野の投資については、投資章で扱われる。つま

り子会社、支社等の一方の締約国の投資家による

他方の締約国へのサービス分野への投資について

は、投資章のスコープとなる。また、第4モード

については、入管措置は、人の移動章で扱われ、

入国後の待遇についてはサービス章で扱われる。

第4モードそれ自体は、入管措置を含めたもので

あるが、GATS型では、サービス章のスコープに

含めた上で、約束表において入管措置を除外（何

も約束しない）し、NAFTA型ではサービス章の

スコープにおいて入管措置は適用しないと整理し

ている。

②�他方の締約国のサービス提供者、他方の締約

国の法人の定義

協定上使用される文言の意味、すなわち、その

スコープを明確にするために「他方の締約国の

サービス提供者」「他方の締約国の法人」など、

基本用語の定義が置かれるのが通常である。「他

方の締約国のサービス提供者」とは自由化約束等

による協定の利益を享受する対象であり、これを

構成する主体は他方の締約国の自然人及び法人と

される。特にサービス提供の主要な主体である法

人については「他方の締約国の法人」として定義

されるが、これは、如何なる法人がサービス章の

スコープとなるのか定義される最も重要なものの

1つである。この「他方の締約国の法人」とは、

多くのFTA/EPAにおいて、一方の締約国から

みて、①第1及び第2モードを念頭に、他方の締

約国の領域において設立された法人、②第3モー

ドでは、一方の締約国の領域において設立され、

他方の締約国の自然人又は①の「他方の締約国の

領域において設立された法人」に所有若しくは支

＜図表2－1＞　投資章・サービス章・自然人の移動章の関係

自然人の移動章サービス章投資章
基本義務：MFN、NT、PR

 

モード 1

モード 2

モード 3

モード 4

入管措置

基本義務：MFN、NT、LP、MA

非サービス業
の投資（製造
業、農林水産
業、鉱業等）

サービス業
の投資

サービスのモード
3と投資のサービ
ス業投資は重複

モード 3をサービ
ス章から除外し、
投資章にて規定
（日メキシコ・日
チリ）

入管措置関連は
サービスのモー
ド 4の一部、自
然人の移動章と
重複

基本ポジション

入管措置をサー
ビス章から除外
し、人の移動章
にて規定

自然人の入国
及び一時滞在
に関する入管
措置
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配されている法人と定義される。他方の締約国の

領域において実質的活動を行っていることを要件

とするか否かは各協定によって異なる。いずれの

ケースにおいても「他方の締約国の法人」は、そ

の法人の原産地が設立法国である他方の締約国の

領域であることが要件とされる。なお、ここで言

う所有・支配については、別途、定義規定が置か

れる。「所有」については、ある者が法人（企業）

の50％以上の持分を所有する場合である。これ

は直接所有を意味すると解され、上記第3モード

の「他方の締約国の法人」の場合、他方の締約国

の領域で設立された法人（親会社とする）が、一

方の締約国の領域において設立し、直接所有する

法人（子会社）であり、当該一方の締約国の領域

において、当該親会社が当該子会社を通じ間接所

有する孫会社は「他方の締約国の法人」に該当し

ないとされる。なお、投資章で規定される締約国

投資家の財産としての投資には「企業」が含ま

れ、これは直接間接を問わず投資家に所有されて

いるものであり、協定の保護の対象となる。ま

た、「支配」については、ある者が法人の役員の

過半数を指名し又は法人の活動を法的に管理する

権限を有する場合と定めている。

③最恵国待遇

GATSでは、WTO加盟国間において「加盟国

は他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対

し、その他加盟国のサービス及びサービス提供者

に与える待遇よりも不利でない待遇を与えなけれ

ばならない」とする最恵国待遇義務を規定してい

る（第2条）。これにより原則として加盟国はす

べての加盟国に対し、GATSの対象となる措置に

関し同等の待遇を与える義務を負う。これは加盟

国が約束表で約束を行った内国民待遇、市場アク

セスに係る待遇だけではなく、一般義務として約

束表で約束を行っていない待遇等についてもすべ

ての加盟国に同等の待遇が均てんされるものであ

る。他方、同第5条において、特定の加盟国間で

締結したFTA/EPAについては、これらFTA/

EPAが、相当な範囲の分野を対象として約束す

る等、一定の要件を満たす場合に限り、当該

FTA/EPAで与えられる特恵的待遇は、当該

FTA/EPA締約国以外の加盟国に対し付与する義

務は負わない最恵国待遇義務の例外とすることが

できるとされる。例えば、GATSにおいて加盟国

Aは小売り分野で外資出資比率40％を約束して

いるケースで、A国がB国と締結したFTA/EPA

（同第5条の要件を満たしたもの）において、同

分野で外資出資比率50％を約束した場合、当該

約束の待遇は、B国以外のWTO加盟国に均てん

する義務はない。A国は、小売り分野においてB

国のサービス提供者に対してのみ外資出資比率

50％を認め、その他のWTO加盟国のサービス提

供者には40％のままとなる。FTA/EPAで規定

される最恵国待遇義務は、一方の締約国は、締約

国外の第三国に与える待遇よりも不利でない待遇

を他方の締約国に与えることを求めている。つま

り締約国AとBのFTA/EPAで最恵国待遇が規

定されるケースにおいて、締約国Aは、締約国B

国とのFTA/EPAにおいて小売り分野で外資出

資比率40％を約束し、第三国であるC国と締結

したFTA/EPAにおいて同分野で外資出資比率

50％を約束した場合、締約国Aは、締約国Bに対

し、C国に約束している待遇である外資出資比率

50％を付与しなければならない。このような原則

としての最恵国待遇義務は、先進国のFTA/EPA

に多く見られ、NAFTA、米シンガポール等で規

定されている。また、日ベトナムEPA、日スイ

スEPAでは、GATS第5条の要件を満たすFTA/

EPAでの特恵的待遇を例外とする最恵国待遇を

原則規定しつつ、当例外に関する協議・待遇付与

努力義務規定を設けている（日ベトナムEPAに

は待遇付与努力義務はない）。さらに、原則とし

ての最恵国待遇義務を規定せず、締約国間におい

て最恵国待遇確保のための見直し規定を定めるも

のもある。すなわち、締約国Aは、他方の締約

国BがC国とB－C間FTA/EPAを締結し、その

B－C間FTA/EPAにおいてB国が（Aから見て
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の第三国である）C国により良い待遇を与える内

容である場合、当該A－B間FTA/EPAを改訂

してB－C間FTA/EPAと同等の待遇を確保する

ことができるかどうか検討することを、A－B間

FTA/EPAで義務づけているというものである。

このような形式のMFN条項を規定するFTA/

EPAとして、日タイEPA、印シンガポール等が

ある。

④市場アクセス

GATSと同趣旨。主に経済的要因から課されて

いる市場参入規制措置の自由化についての規定で

あり、締約国政府が維持又は採用できない措置と

して6類型に分類している（第Ⅱ部第11章「サー

ビス貿易」参照）。GATSの方式に倣って主とし

てポジティブリスト形式の協定で規定されてい

る。GATSに先駆けて発効したネガティブリスト

形式のNAFTAにも「量的制限」という規律が

あり、また近年ではネガティブリスト形式の

FTA/EPAにおいても市場アクセス（ただし、第

3モードは投資章で扱われるため市場アクセス6

類型のうちGATS第16条2（f）「外国資本の参加

の制限」は除かれる）を規律しているものもある

（米豪州、米チリ等）。

⑤内国民待遇

GATSと同趣旨。他方の締約国のサービス及び

サービス提供者に対して自国の同種のサービス及

びサービス提供者と比して不利でない待遇を与え

るという原則である。ポジティブリスト方式で

は、内国民待遇義務を約束する分野及びその条

件・制限を「約束表」に記載する。これに対し

て、ネガティブリスト方式では、義務の対象外と

する分野及び措置を「留保表」に記載することに

なる。このように、いずれの方式においても、透

明性の向上と自由化の促進を目指すべく、約束又

は留保の範囲が明示されることとなっている。

⑥追加的な約束

GATSと同様、市場アクセス及び内国民待遇義

務ではカバーされていない約束を約束表に記載で

きる。FTA/EPAにおいては、GATSにおける交

渉の成果を反映して、電気通信分野の競争促進的

規律や、金融分野の国内措置等が追加的約束とし

て記載される例がみられる。なお、ネガティブリ

スト方式を採用するFTAにおいては、追加的な

約束がなされた例は見当たらない。

⑦スタンドスティル義務

ネガティブリスト方式を採用しているFTA/

EPAにおいて、締約国が内国民待遇、最恵国待

遇等、協定上の義務の適用の留保を現行措置に対

して行っている場合、当該措置の現状（協定発効

時のもの）を維持する義務、すなわち現行措置よ

りも貿易制限的な措置を採用しない義務を負うこ

ととなる。こうした措置の現状維持をスタンドス

ティル義務と称している。なお、現行措置に基づ

かず留保する分野については、締約国は、係る義

務を負わず現行措置に限定されないいかなる措置

も採ることができる。ポジティブリスト方式を採

用しているFTA/EPAにおいてスタンドスティ

ル義務を定める場合は、例えば、日フィリピン

EPA第75条第3項によれば、約束表において、

SS（Standstillの略）のマークを付した分野（SS

分野）においては、記載できる条件及び制限につ

き、市場アクセス義務又は内国民待遇義務に非整

合的な現行措置に基づいてのみ可能であるとされ

ている。約束表に記載した分野における約束内容

に拘束力があることについては、SSのマークを

付されているか否かを問わないが、SS分野にお

いては、現行措置の現状（協定発効時のもの）維

持義務がかかることになる。なお、これは、日

フィリピンEPAのサービス交渉において、初め

て採用された方式であり、日マレーシアEPA、

日インドネシアEPA、日タイEPAで条文上規定

されている。
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⑧国内規制（許可、免許、資格）

資格要件、資格審査に係る手続、技術上の基準

及び免許要件に関連する措置等、外国のサービス

提供者だけではなく、国内事業者に対しても課せ

られる措置についての規定。これらに関連する措

置がサービス貿易の不必要な障害にならないよ

う、客観的で透明な基準を設けること、サービス

の質の確保に必要な範囲を超えた負担とならない

ようにすること、免許手続自体がサービス提供へ

の負担とならないようにすること等について締約

国が約束した分野に限定して義務づけられている

場合が多い。また、GATS第6条第4項に基づく

資格等の作業の進捗を受けて、FTA/EPAの規律

を見直すことを明示的に掲げている場合（米シン

ガポール、米豪州、印シンガポール）もある。

⑨相互承認

一方の締約国は他方の締約国のサービス提供者

に対して、自国の基準の全部又は一部を適用する

上で、他方の締約国内で得られた教育、経験、免

許、資格証明等に基づき、許可、免許、又は資格

証明を承認することが可能であるという規定。ま

た一方の締約国が、第三国に与えた承認に対する

待遇について、一方の締約国は、他方の締約国に

対して同待遇を受けられるよう十分な機会を与え

なければならない旨が規定される（GATSでは第

7条に同様の規律がある）。中にはより踏み込み、

職業団体による相互承認の枠組みの交渉を行うこ

とを期限や分野とともに明記している協定（印シ

ンガポール）もある。なお、原則として最恵国待

遇が規定されているFTA/EPAの場合、協定内

における相互承認についてのいかなる規定に対し

ても最恵国待遇の規律が適用されない、というこ

とを明記している。

⑩透明性

GATSと同様に、規制の透明性確保を目的とし

て、サービス分野における国内措置の速やかな公

表や照会所の設置等が、義務又は努力義務として

規定されている。また、措置の変更や導入に際し

ては、公表と導入までに一定期間を設けること、

その間に他の締約国からのコメントを受け付け、

更に受け付けたコメントを可能な限り採用するこ

とまで規定している場合もある。

⑪セーフガード

サービス分野のセーフガード措置については、

GATS第10条に基づくセーフガードに関する検

討が進んでいないことから、特段の規定を設けて

いないFTA/EPAが多い。規律がある場合には、

締約国はお互いセーフガード措置を採用しないこ

と、そのための調査を実施しないことを義務づけ

ている場合（豪州シンガポール、印シンガポー

ル）、多国間交渉での進展を踏まえ、セーフガー

ドの扱いをレビューすることを規定している場合

（印シンガポール）等がある。

⑫利益否認

FTA/EPAによって、他方の締約国のサービス

又はサービス提供者に対し与えられる利益（より

良い条件での市場アクセス等）について、一方の

締約国が一定の条件の下で、特定の他方の締約国

のサービス又はサービス提供者等に対し、その利

益 を 否 認 で き る と い う 規 定 で あ る。 多 く は

NAFTAの規定を踏襲しており、その利益否認の

対象としては、他方の締約国のサービス又はサー

ビス提供者であるが、①一方の締約国が外交関係

を有していない第三国に所有又は支配されている

他方の締約国の法人、②第三国に所有又は支配さ

れている法人であり、一方の締約国が経済制裁等

により取引を禁止している他方の締約国の法人で

あること、又は協定による利益を与えることによ

り当該措置について違反又は阻害されると認めら

れる場合、③第三国の法人に所有又は支配されて

おり、かつ他方の締約国の領域において実質的活

動を行っていない法人などが規定される。これら

サービス又はサービス提供者が上記要件に該当す

るものと一方の締約国が証明する場合、③につい
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ては他方の締約国への事前の通知及び協議を行う

ことにより利益否認を行えるが、実際に、利益否

認を行うか否かは、締約国の裁量に委ねられる。

なお①及び②については事前の通知及び協議を行

うことは要件とされていない。なおGATSでは、

加盟国が自国に提供されるサービスが非加盟国か

らのサービス、海上輸送サービスにおける非加盟

国籍の船舶によるサービス等であることを証明す

る場合、当該加盟国は、これらサービスの提供又

はサービス提供者に対して協定の利益を否認でき

るとしている（第27条）。

⑬支払、資金移動

GATSと同様、サービス貿易に関連する経常取

引のための支払及び送金の制限を禁止する一方、

国際収支擁護のための制限を認める規定が設けら

れている。本項での義務を、GATSのように締約

国が約束表で約束した分野に限定するのか、又は

協定の一般的義務としてすべての分野を対象とす

るかについては、各FTA/EPAで異なる。

⑭例外条項

概ねGATS第14条及び第14条の2と同等の規

定であり、一般例外として公序良俗や健康・安全

を目的とする措置、安全保障上の利益保護のため

の措置は義務の対象外としている。

⑮約束の見直し（レビュー規定）

GATSではラウンドによる漸進的自由化が規定

されているが（GATS第19条）、FTA/EPAにお

いては協定発効から数年後に更なる自由化のため

のレビューを行う旨規定されることが多い。

FTA/EPAの中でも、GATS型の協定で漸進的自

由化の努力をうたっているもの（印シンガポー

ル）、特段の規定を設けていないもの（米シンガ

ポール、米豪州）、2年ごとの見直しを規定して

いるもの（EFTAシンガポール）等、規定内容

は多様である。

（3）我が国の経済連携協定の内容
①主要規定

・市場アクセス

日 シ ン ガ ポ ー ルEPA等、ASEAN諸 国 と の

EPAでは、GATSで採用したポジティブリスト

形式を採用しており、これらの協定の市場アクセ

スに係る規定は、GATSを踏襲。他方、日メキシ

コEPA、日チリEPAは、NAFTA型（ネガティ

ブリスト形式）を採用し、市場アクセスは義務の

対象としていなかったが、日スイスEPAではサー

ビス章附属書でネガティブリストを採用する我が

国のEPAにおいて、初めて市場アクセスを規定

した。

・内国民待遇

日フィリピンEPAならびに日ブルネイEPAは、

GATSの規定と同じ。日メキシコEPA、日チリ

EPAもほぼ踏襲。日シンガポールEPA、日マ

レーシアEPA、日タイEPA、日インドネシア

EPA、日ベトナムEPAでは、GATSの規定にな

らった内国民待遇義務の規定を置くが、二重課税

回避を取り決めた協定の適用範囲内にある措置に

ついては、紛争処理に関する規定の適用上は上記

規定を援用できないと規定している。また日スイ

スEPAにおいても同様の規定をおいている。こ

れは二国間租税条約対象措置にかかわる紛争処理

は租税条約に拠って行うこととしたものである。

・透明性

日本のこれまでの全てのEPAでは、総則章（日

メキシコEPAの場合は協定実施運用章）におい

て、協定の運用に関連し又は影響を及ぼす措置に

ついてこれを公表（国内で可）すること、また、

これらの措置に関して一方の国の他方の国からの

質問に対する回答義務等が規定されている。これ

は、サービス章の規定にも及ぶものであるが、

サービス章内部において透明性を担保する為に設

けられている取り決めとしては、以下の様なもの

があげられる。日マレーシアEPAでは、サービ
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ス章において、市場アクセス及び内国民待遇義務

に影響を及ぼす規制措置の情報提供、サービス貿

易に係る白書等の提供等について規定している。

日フィリピンEPA、日ブルネイEPA、日タイ

EPAでは、特定約束の対象になっているかどう

かとは別に、市場アクセス及び内国民待遇義務に

適合しない現行措置の一覧表（透明性リスト）の

作成、相手国への送付及び公表が規定され、ま

た、日インドEPAでは同様のリストを作成、公

表する努力義務が規定されている。このリスト

は、端的には、規制の透明化のみを目的として作

成されるものであり、締約国の権利・義務には影

響を及ぼさない。なお、リストの対象となる措置

は、国レベルのものに加え、地域（日本で都道府

県）・地方政府（日本では市町村など）の措置も

含まれる（日フィリピンでは地方政府措置はリス

ト対象に含まない）。また、日フィリピンEPA、

日インドネシアEPA、日ブルネイEPA、日ベト

ナムEPAでは、一方の締約国は、他方の締約国

のサービス提供者からの質問に対し、コンタクト

ポイントを通じ、回答及び情報提供を行わなけれ

ばならない旨も規定している（総則規定と異な

り、締約国政府ではなく、サービス提供者に対す

る情報提供がポイント）。日メキシコEPA、日チ

リEPA、日スイスEPAは、ネガティブリスト形

式で約束を行っているため、協定の構造上、どの

ような分野において内国民待遇等の義務に整合的

でない措置が存在するか明示され、またスタンド

スティルで留保する分野については、現行措置の

具体的内容が明確化されており、透明性のレベル

は高いものとなっている。また、リストに掲載さ

れた分野について、協定の実行及び運営に実質的

影響を及ぼす新規措置を導入する場合は、可能な

限り、相手国に通知を行うべき旨を規定してお

り、規制の透明性向上に資するものとなってい

る。日ペルーEPAについては、両国ともWTO

における約束水準を超える約束を行い、内国民待

遇の原則の下で引き続き維持する国内措置等をそ

れぞれ附属書に記載することで透明性を確保する

こととしている。

・スタンドスティル義務

NAFTA型ネガティブリスト形式である日メキ

シコEPA、日チリEPA、日スイスEPAにおいて、

スタンドスティル義務の対象措置を以下のものと

規定している。

（ⅰ）連邦政府又は中央政府が維持し、留保表

（現行措置に基づき留保を行う分野のリスト）

に記載する内国民待遇等の義務に非整合的な

現行措置

（ⅱ）日本の地域・地方政府の措置として、県

レベルの地方自治体が維持し、留保表（同）

に記載する内国民待遇等の義務に非整合的な

現行措置、都道府県以外の地方公共団体（市

町村等）の地方自治体が維持する内国民待遇

等の義務に非整合的な現行措置

（ⅲ）メキシコ/チリの地域・地方政府の措置

として、地域（州）政府が維持し、留保表

（同）に記載する内国民待遇等の義務に非整

合的な現行措置、ならびに地方（市・区な

ど）政府が維持する内国民待遇等の義務に非

整合的な全ての現行措置。スイスについて

は、地域・地方政府ともに留保表に記載する

内国民待遇等の義務に非整合的な現行措置の

うち、政府が新たに措置を採用することを特

段留保する記述のないもの

ポジティブリスト形式においてスタンドスティ

ル義務がかかるものは、約束表においてSSのマー

クが付された分野である。スタンドスティルの条

項は、日フィリピンEPA、日マレーシアEPA、

日タイEPA、日インドネシアEPAで規定されて

いるが、本章（2）⑦で記述されているとおり、

当該規定の内容は、特定の約束について、SSの

マークを付した分野の約束は、内国民待遇等に非

整合的な現行措置に基づく条件及び制限に限定さ

れるというものである。
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・最恵国待遇

日本のEPAでは、日メキシコEPA、日フィリ

ピンEPA、日チリEPA、日ブルネイEPAは、一

般的な最恵国待遇を付与し合うとしており、別

途、最恵国待遇を与えられない分野については、

例外として附属書（留保表）に記載するものと

なっている。他方、日シンガポールEPA、日タ

イEPA、日インドEPAでは、日メキシコEPAの

ように当然に最恵国待遇が付与される規定ではな

く、一方の国（例えばシンガポール）が第三国

（米国）に与えた特恵的待遇について、他方の国

（日本）は、一方の国に対し、自国に対する当該

待遇の付与を要請し、一方の国は付与するかどう

か考慮しなければならないという規定となってい

る。 日 ベ ト ナ ムEPA、 日 ス イ スEPAで は、

GATS第5条の要件を満たすFTA/EPAでの特恵

的待遇を例外とする最恵国待遇を原則規定しつ

つ、当例外に関する協議（日ベトナムEPA）・待

遇付与努力義務（日スイスEPA）規定を設けて

いる。日マレーシアEPA、日インドネシアEPA

では、協定上は、原則としての最恵国待遇を規定

しているが、マレーシア、インドネシアは、最恵

国待遇を与えない分野を記載する附属書（MFN

留保表）において、すべてのセクターを留保し、

例外の例外として（all sectors except）、一部の

分野について最恵国待遇を与えている。

・利益否認

日シンガポールEPAでは、GATSで規定され

るもの（非加盟国からのサービス、海上輸送サー

ビスにおける非加盟国籍の船舶によるサービス

等）に加え、一方の締約国が利益否認できる対象

として、①他方の締約国の領域で設立された法人

で、第三国の者に所有又は支配されており、どち

らかの締約国の領域において実質的活動を行って

いないもの等、②第三国のサービス提供者が、当

該一方の締約国の領域で設立した法人で、当該締

約国において実質的活動を行っていないものを定

めている。日メキシコEPA、日フィリピンEPA、

日チリEPA、日ブルネイEPA、日インドネシア

EPA、日ベトナムEPAは、NAFTAの規定をほ

ぼ踏襲している。利益否認の対象となる他方の締

約国のサービス又はサービス提供者として、①一

方の締約国が外交関係を有していない第三国に所

有又は支配される法人、②第三国の者に所有又は

支配されている法人であり、一方の締約国が締約

国が経済制裁等により取引を禁止している他方の

締約国の法人、③第三国の者に所有又は支配さ

れ、他方の締約国の領域において実質的活動を

行っていない法人を対象とする旨を規定してい

る。日マレーシアEPAでは、上記、日メキシコ

EPA、日フィリピンEPAの①②を利益否認の対

象と規定している。③を規定していないのは、日

マレーシアEPAでは、「他方の締約国の法人」の

定義において、「他方の締約国の領域において実

質的活動を行っていない法人」を協定の適用対象

外としており、第三国の者に所有又は支配されて

いることをもって「他方の締約国の法人」を利益

否認の対象とすることは不適当であるとしたため

である。なお、日タイEPAでは、①②で規定さ

れる法人、③で規定される「他方の国の領域にお

いて実質的活動を行っていない」ことを要件とし

ない「第三国に所有又は支配されている法人」を

利益否認の対象としている。日スイスEPAでは

利益否認を規定していない。

・支払い及び資金移動

日シンガポールEPA、日タイEPA、日ブルネ

イEPA、日ベトナムEPA、日インドEPAは、

GATSを踏襲しており、約束した分野のみを対象

としている。日フィリピンEPA、日マレーシア

EPA、日インドネシアEPA、日スイスEPAでは、

一般義務とし、約束した分野に限定せず、すべて

のサービス貿易に関連する分野を対象としてい

る。日メキシコEPAでは、例外章（協定全体に

おいてスコープ外とするものを規定）において、

越境サービス貿易に係る当該規制措置を課しては

ならない旨を規定している。日チリEPAでは規
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定していない。

※サービス貿易のスコープ、モード、協定上の

義務の定義（内国民待遇、市場アクセス等）は、

GATSと重複するものが多く、これらに関する記

述は「第Ⅱ部第11章サービス貿易」で触れられ

ているため、本章では詳細には記述していない。

②相手国の自由化約束の特徴

ASEAN諸国とのEPAではポジティブリスト

方式で約束。相手国は、製造業に関連する保守修

理、卸売業、コンピューター関連サービス、ま

た、金融、通信、建設、運輸等の分野でGATS

での約束を上回る約束を行った。これら約束は、

スタンドスティルの約束も含まれており、GATS

における開発途上国の約束に多く見られるような

現行法令との乖離はなく、国際約束としての日本

とのEPAと相手国の国内現行法令に基づく規制

との間の非整合性は除去されている。また、メキ

シコ、チリ、スイスとのEPAでは、ネガティブ

方式で約束。原則として内国民待遇、最恵国待遇

が義務づけられ、スイスではさらに市場アクセス

を義務づけている。留保される分野も一部分野

（基幹分野、社会政策的分野等）を除いて基本的

にはスタンドスティルでの約束を確保している。

・日シンガポールEPA

シンガポールは、国内法令上、外資に対する参

入規制が少なく、日シンガポールEPAにおいて

も、日本企業のシンガポールへの市場参入条件に

ついて、業種（分野）横断的な制限は設けていな

い。また、個別分野では139分野にわたり約束を

行った（GATSでの約束と比較して76分野増）。

また、これらの分野における約束は、外資参入に

係る制限を設けないものが多く、全体的に自由化

水準が高い。特定の分野において、GATSよりも

自由化水準の高い約束をした主な分野は次のとお

り。

―市場参入制限なし（日本資本100％可）

レンタル・リース、人材派遣サービス、梱包

サービス、流通業、環境サービス、貨物輸送

代理店サービス

―�市場参入等に一定の条件を設けた上で約束を

行った主な分野

・金融分野（保険、銀行）：外資規制の緩和、

貸し付け総額規制の緩和、新サービスの自由

化、保険会社への新規免許の発行、保険会社

への出資規制（49％）の撤廃等

・電気通信分野：シンガポールがGATSにお

い て 留 保 を 行 っ て い る 外 資 制 限（ 上 限

73.99％）の撤廃（日本資本100％可）等、

GATSよりも自由化水準の高い約束を実現。

またシンガポールがGATSにおいて参照文

書上で約束している以上の電気通信分野に関

する規律（コロケーション、認可された相互

接続約款による相互接続等）につき附属書を

作成。

・観光分野：6業種のうち「食事の給仕（ケー

タリング）サービス」等3業種を新たに約束。

・運輸分野：38業種のうち「外航海運（旅客）

サービス」、「海運フォワーダーサービス」、

「倉庫サービス」等35業種を一定の制限の下、

新たに約束。その他、「船舶、航空機、自家

用・物品運送車両等に関する運転者を伴わな

い賃貸サービス」（但しカボタージュ（国内

運送の自国運送権）を除く）について新たに

約束した。

また日シンガポールEPAは、2007年にレビュー

交渉を実施。金融分野について以下の追加的約束

を獲得した。

○銀行分野の免許数（シンガポール側のみ）や国

境を越える証券サービス等について、金融サー

ビス部門における更なる自由化について約束

・フル・バンクの免許枠を日本の銀行に対して

1行分拡大

・ホールセール・バンクの免許発給数の制限を

撤廃

・国境を越える証券取引の自由化を拡大
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○資産運用サービスについて、我が国に所在する

サービス提供者が、集団投資スキームの持分を

シンガポールに所在する者に勧誘を伴って販売

する場合（第1モード）のうち、機関投資家を

相手方とする販売、及び、資本市場関連の免許

を得た者を通じた一般投資家に対する販売が認

められることが、新たに約束。

・日メキシコEPA

日メキシコEPAサービス章は、NAFTAと同

様、完全自由化の留保（内国民待遇等における留

保）を行う分野のみをリスト化するネガティブリ

スト方式を採用している。本方式では、現行法令

に基づいた留保を行う分野（法令の現状維持義務

あり）と、現行法令に基づかず留保を行う分野

（法令の現状維持義務なし）に分けられる。

（ⅰ）�現行法令に基づいた留保を行った分野

（サービス分野における投資も含む）

通信（電気通信及び公衆電気通信網等）、教

育、建設（石油関連）、教育サービス（私立学

校）、小売業（専門施設における非食料製品の

販売）、航空運送、特殊な航空サービス、陸上

運送、鉄道輸送、水運　等

（ⅱ）�現行法令に基づかない留保を行った分野

（サービス分野における投資も含む）

娯楽サービス（放送、レクリエーション及び

余暇サービス）、郵便サービス及び電報サービ

ス、電気通信サービス及び電気通信網（航空・

海事電気通信サービス関連）、自由職業サービ

ス（弁護士事務所）等

また、日メキシコEPAサービス章では、最恵

国待遇の原則付与を規定しており、我が国は、メ

キシコが最恵国待遇を留保した一部分野（電気通

信、水運等）を除いて、NAFTA等で第三国に与

えた特恵的待遇の無条件かつ自動的な均てんを受

けることができる。なお、メキシコはGATSに

おいて、レンタル・リース、保守修理、音響映像

サービス等の第3モードにおいて外資49％という

留保を行っているが、日メキシコEPAでの約束

では、これら分野はネガティブリストから除外さ

れており、日系企業は外資制限の対象とはならな

い。

・日フィリピンEPA

フィリピンは、GATSにおける約束（約30分

野）を超える多くの分野で約束（約100分野）を

行った。また、法令の現状維持を義務とするスタ

ンドスティル約束（現行法令ベースでの約束）

を、日本側のリクエストにより65分野にわたり

行った。これにより、これら分野におけるフィリ

ピン市場への参入条件については、GATSにおけ

る約束に見られるような国内法令との乖離がな

く、日系企業が、フィリピンの国内法令に係る透

明性と安定性の下で、事業活動を行えることが担

保されている。また、日フィリピンEPAでは、

最恵国待遇の原則付与を規定していることから、

我が国は、フィリピンが最恵国待遇を留保した一

部分野（商業銀行、金融会社等）を除き、第三国

に与えた特恵的待遇の無条件かつ自動的な均てん

を受けることができる。特定の分野においてスタ

ンドスティル約束を行った主な分野（GATSより

も自由化水準の高い約束を行った分野に限る）は

次のとおり。

・コンピュータ関連サービス（ハードウェア設

置コンサルタント、ソフトウェア実行、デー

タ処理）、問屋サービス、映像ビデオ製作

サービス（アニメのみ）

約束内容：�①払い済み資本金が2万ドル以上、

②払い済み資本金が1万ドル以上

で50人以上を雇用、③払い済み

資本金が1万ドル以上で先進的技

術を要するもの等の条件を満たす

企業について、日本資本100％可。

それ以外は40％まで。

・運転者を伴わない船舶関連リース及びレンタ

ルサービス、エネルギー流通に付随するサー

ビス、電気通信サービス（ケーブルテレビを

除く）、航空機の保守・修理
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約束内容：日本資本40％可

・広告サービス

約束内容：�日本資本30％可。但し、全役員

は、フィリピン国民でなければな

らない。

・鉱業に付随するサービス（石油、ガス、地

熱、石炭の調査・開発）

約束内容：�日本資本40％可。但し、日本企

業との契約締結時の条件に関する

留保あり。

・商業銀行

約束内容：日本資本60％可

・教育（初等、中等、成人）

約束内容：�フィリピン資本60％以上。議会

はフィリピン資本の増資を求める

ことが可。

・電気通信分野

約束内容：�フィリピンがGATSにおいて約

束を行っていない専用線サービ

ス、衛星サービス、データ及び

メッセージ伝送サービス（データ

ネットワークサービス、電子メッ

セージ及び情報サービス）、電子

メール等の付加価値サービスの約

束による自由化約束範囲拡大等、

自由化約束水準の改善を実現。ま

たGATS参照文書のモデル文書

とは異なる内容を約束している

フィリピンの参照文書について、

国内法令の整備状況に従い将来見

直しを行うことを約束表上に明確

化。

・観光/運輸分野

約束内容：�観光分野では「旅行ガイドサービ

ス」を新たに約束。運輸分野にお

いては、「海運代理店サービス」

及び「海運フォワーダーサービ

ス」について、外資制限40％が

撤廃され、完全な自由化を約束。

また、「海運フォワーダーサービ

ス」等を含む観光サービス・運輸

サービスの多くの分野で、将来的

に規制強化を行わないことを約束

したほか、港湾施設サービスの利

用に係る約束、マルチモーダルの

利用に関する追加的約束を新たに

約束。その他、「道路貨物運送

サービス」、「鉄道貨物運送サービ

ス」についても、新たに約束し

た。

・日マレーシアEPA

マレーシアは、サービス分野における外資政策

を主にガイドラインによって実施しており、国内

政策（ブミプトラ政策）として、企業に対しブミ

（マレー人）資本を30％以上入れることを要求し

ている。このようにマレーシアは、完全自由化が

難しい外資政策を採用しているが、日マレーシア

EPAでは、レンタル・リース、保守・修理等の

分野において、マレーシアがGATS等で行った

約束を上回る水準の自由化約束を行った。

（ⅰ）�特定分野における約束（GATSプラスの

もの）

・建設機器、事務機器等のレンタル・リース

について、マレーシアで生産された製品を

扱う場合、日本資本51％可。事務機器等

（コピー、ファクシミリ、ボイラー、ター

ビン、コンプレッサー等）の保守・修理に

ついても、マレーシアで生産された製品を

扱い、リース業者が行う場合には、日本資

本51％で参入可。

・外資規制について、会計（35％）、エンジ

ニア、市場調査（35％）、医療等に関する

研究開発（49％）、国内旅行代理店（35％）

等の特定のサービスについて、GATSでの

約束を上回る自由化約束がなされた。

・電気通信分野においては、GATSにおいて

留保を行っている外資制限（上限30％）
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に関し、ASP（アプリケーションサービス

提供者）に対する外資制限の49％までの

緩和を実現すると共に、マレーシアが

GATSにおいて参照文書上で約束していな

い電気通信分野に関する規律（有限希少な

資源の配分に関する規律）の新たな約束及

びGATS参照文書のモデル文書に近い規

律の内容への修正（ユニバーサルサービ

ス、免許の基準の公の利用可能性、独立の

規制機関に関する規律）等の自由化約束水

準の改善を実現。

・観光分野においては、「ホテル宿泊サービ

ス」を外資制限の緩和を含めて新たに約

束。運輸分野においては、「外航海運にお

ける乗組員を伴う貨物船の賃貸サービス」

を一定の制限の下、新たに約束。

（ⅱ）�最恵国待遇（第三国企業との競合条件に

ついて）

建設機器、事務機器のレンタル・リース、

保守・修理の一部について、マレーシアは日

系企業に対し無条件に最恵国待遇を与えるこ

とを約束（その他の分野については、将来マ

レーシアが第三国とサービス貿易に関する協

定を締結した場合に、我が国の要請に基づ

き、マレーシア政府は当該第三国に与えた特

恵的待遇を我が国に与えることを検討しなけ

ればならない）。

・日タイEPA

タイでは、外国人事業法において、外国人事業

者を定義づけ（外資50％以上を有するもの等）、

これら外国人事業者のタイにおけるビジネス活動

のスコープを業種により分類して制限している。

なお内資がマジョリティを有する場合は、原則タ

イ企業とみなされることになる。GATSにおける

約束では、業種横断約束として、外資の出資比率

の上限は、49％までとしている。日タイEPAに

おける業種横断約束では、GATSにおける約束と

同様、外資の出資比率の上限は49％までとして

いる。

（ⅰ）特定分野における約束

製造業に関連するサービスとして、保守修

理、卸・小売業、コンピューター関連、広告

業等の分野においてGATSプラスの約束が

なされている。

保守修理については、そのスコープは家電

製品に限定し、①タイで生産された製品につ

いては（ア）自社製品を扱う事業者、（イ）

同一ブランドのそのグループ企業、②日本で

生産された製品については、同一ブランドの

そのグループ企業を対象として、日本資本

60％を約束している（その他、取締役の人数

等について条件あり）。卸・小売業は、製品

全般についてタイで生産された製品をスコー

プとして、（ア）自社製品を扱う事業者、（イ）

同一ブランドのグループ企業、また自動車に

ついては、日本で生産されたものをスコープ

に含めており、同一ブランドのグループ企業

を対象として、日本資本75％を約束してい

る（その他、取締役の人数等について条件あ

り）。タイは、サービス分野の国際約束は総

じて制限的な約束をしているが、これら保守

修理及び卸小売りについては、日本資本の過

半数超を認めるが、事業の資格要件を製造業

者及びそのグループ企業がタイで生産した自

社製品又は同一ブランドの日本を扱うことに

限定するというものである（要するに「シン

グルブランド」の範囲で、日本資本の過半数

超を約束するというもの）。コンピューター

関連サービスは、50％未満、広告については

50％以下を約束している（共に貸付資本比率

3分の1以下の条件あり）。観光分野において

は、「ホテルサービス」について一定の条件

の下、外資上限を49％から60％に緩和、運

輸分野においては、「外航海運（貨物）サー

ビス」について、タイ－中国及びタイ－ベト

ナム間の外航海運（貨物）に係る貨物留保措

置の撤廃の他、「海運貨物取扱サービス」、
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「海運代理店サービス」等を一定の制限の下、

新たに約束した。

（ⅱ）最恵国待遇

無条件均てんによる最恵国待遇は規定して

いない。一方の締約国（タイ）が、第三国

（米国）とFTA/EPAを締結し、他方の締約

国（日本）に与えた待遇よりも良い待遇を与

えている場合、他方の締約国は、一方の締約

国に対し、その付与を求めることにより、一

方の締約国は、その付与を検討するというも

の。

・日チリEPA

日チリEPAサービス章は、NAFTA、日メキ

シコEPA、日スイスEPAと同様、ネガティブリ

スト方式を採用している。現行法令に基づいた留

保を行う分野（法令の現状維持義務あり）と現行

法令に基づかず留保を行う分野（法令の現状維持

義務なし）に分けられる。

（ⅰ）�現行法令に基づいた留保を行った分野

（サービス分野における投資も含む）

通信（国内及び国際長距離通信）、エネル

ギー（原油、天然ガス、ウラン等）、鉱業、

漁業、印刷・出版、自由職業サービス（弁護

士事務所）等

（ⅱ）�現行法令に基づかない留保を行った分野

（サービス分野における投資も含む）

衛星放送、少数民族に関する措置、文化産

業、環境サービス（飲料水、廃水処理等）等

また、日チリEPAサービス章では、最恵

国待遇の原則付与を規定しており、日本は、

チリが最恵国待遇を留保した一部分野を除い

て、第三国に与える特恵的待遇の無条件かつ

自動的な均てんを受けることができる。

・日ブルネイEPA

ブルネイの外資政策は、食料、エネルギー分野

等に関して、ブルネイ国内資本の参入が義務づけ

られているが、その他サービス分野については特

に業法による制限はない。しかしながら、外資の

受け入れにあたっては、案件ごとにブルネイ政府

関係部署の承認を要するとされ、また、我が国と

のEPAも含め、GATS、AFAS（ASEANサービ

ス枠組協定）等での国際約束においては、分野横

断的約束で外資の出資比率について「何も約束し

ない」としている。日ブルネイEPAにおける約

束では、約束を行った分野数は43分野（サブセ

クターも含む）と他のASEAN諸国と比して低い。

GATSプラスの約束は以下のとおり。

（ⅰ）特定分野における約束

広告、調査サービスについて、日本資本

30％を約束（AFASでオファー予定とのこ

と。中/韓ASEANでは約束なし）。観光分

野においては、「ホテル宿泊サービス」を新

たに約束。運輸分野においては、「外航海運

サービス」を一定の制限の下、新たに約束。

また、港湾施設サービスの利用に係る約束に

ついても、新たに約束した。

建設分野については、次の自由化約束を獲

得。

①　外資比率制限がWTOでの約束の「50％

未満」から、「55％未満」に緩和。これに

より、我が国建設業の恒常的な経営権の安

定が確保。

②　建設分野のすべてについて約束の対象と

した。

（ⅱ）最恵国待遇

無条件均てんによる最恵国待遇を規定。た

だしMFNの留保表（例外的にMFNの免除

を認める分野のリスト）において、ラジオ・

テレビ業、金融業等に加え、ブルネイが加盟

す る Trans-Pacific Strategic Economic 

Partnership Agreement（通称P4。ブルネ

イ、チリ、豪州、ニュージーランドの4か国

によるFTA/EPA）での待遇（自由化分野）

を3年間に限り留保している。なおASEAN

例外は設けられていない。
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・日インドネシアEPA

インドネシアは、国内法上は、投資法に基づく

大統領令により外資制限業種及び条件がリスト化

されており、総じて規制の透明性は高い。サービ

ス分野における規制自体は、通信、建設、運輸等

の分野において外資の資本保有比率を限定的にし

ており、また中小規模の小売業分野等では外資閉

鎖の制限的規制を課している。インドネシアの

GATSでの分野横断的約束は、外資49％として

いる。日インドネシアEPAにおける分野横断的

約束は、GATSでの約束同様、外資49％として

いるが、個別分野の約束では、GATSでの約束を

上回るものとして以下が約束されている。

（ⅰ）特定分野における約束

製造業に関連するサービスとして、保守修

理、卸売業、コンピューター関連、音響映像

等の分野においてGATSプラスの約束がな

されている。保守修理業は、家電機器、事務

機器、建設機器、自動車（二輪を除く）をス

コープに約束。インドネシアで生産された自

社製品を扱う事業者を対象として、「現行法

令が適用。10年間維持、その後はレビュー」

としており、家電機器、事務機器、建設機器

については、現状において外資規制が存在し

ないところ、日本資本に対する制限なしで約

束されている。なお、自動車（二輪を除く）

は、同内容で約束が行われているが、2007

年7月に発効した大統領令（外資規制リスト）

によると「車両メンテナンス・修理業」は外

資49％までとされており、当該措置の維持

が約束されている。卸売業は、保守修理業と

同様の範囲、同内容で約束を行っている。コ

ンピューター関連サービスは、「現行法令

（協定発効時）が適用。3年間維持、その後

はレビュー」とし、現状においては外資規制

が存在しないところ、日本企業は出資比率等

については制限なしにビジネスを行うことが

約束されている。金融リースについては、借

入資金の上限について、国内調達は自己資本

の15倍、海外調達は、自己資本の5倍までと

いう規制が行われていたが、日本側のリクエ

ストにより、資金の調達先について内外の差

別を撤廃することを約束し（The Indonesian 

government will not differentiate“on-shore”

and“off-shore”borrowing）、自己資本の10

倍までに制度改正が行われた。日系の金融

リースは、資金の借り入れはほぼ海外調達で

あり、この制度改正により、円滑に資金調達

を行うことが可能となった。電気通信分野に

おいては、インドネシアがGATSにおいて

約束を行っていない専用線サービス、情報及

びデータベースのオンラインでの検索等の新

たな約束による自由化約束範囲の拡大を実現

すると共に、GATSにおいて留保を行ってい

る外資制限（上限35％）の上限40％までの

緩和等の自由化約束水準の改善を実現。音響

映像分野（映画及びビデオテープの制作、配

給、映画のプロジェクション）は、GATSで

は何も約束が行われていないところ、日本資

本40％の約束を行った。観光分野において

は、「旅行代理店サービス」及び「ツアーオ

ペレーターサービス」につき、サービス提供

者の数の緩和の他、3分野を新たに約束。運

輸分野においては、「海運貨物取扱サービス」

を一定の制限の下、新たに約束。その他、

「運転者を伴わない船舶の賃貸サービス」を

一定の制限の下、新たに約束。

（ⅱ）最恵国待遇

日マレーシアEPA同様、日本に対して最

恵国待遇を与えるセクターを限定列挙する方

式を採用しており、金融、建設業についての

み最恵国待遇付与を約束している。

・日ベトナムEPA

ベトナムの外資政策は、外国投資企業への法人

所得税の優遇等により積極的に外資の導入を推進

してきたが、2006年7月以降外国投資への優遇措

置は撤廃され、同時に内外無差別で政策的に奨励
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する投資分野（新素材・ハイテク製品、エコ技術

の応用、労働集約型事業、教育・訓練、医療に関

する事業等8分野）が定められ、また、社会経済

状況が困窮している地域が奨励投資地域として定

められ、引き続き投資の促進策が講じられてい

る。既に日ベトナム間には、サービス分野も含む

高いレベルでの二国間投資協定（2004年1発効）

やベトナム国内のビジネス・投資環境整備のため

の対話・協力枠組みである「日越共同イニシア

ティブ」（2003年12月より）が存在しており、加

えて2007年1月にWTOへの150番目の加盟国と

なったことから、サービス分野のGATSへの約

束のレベルも総じて高いものとなっていた。日ベ

トナムEPAでの約束の概要は以下のとおり。分

野横断的約束において、ベトナムでの商業拠点の

設置については、①事業協力契約（Business co-

operation contracts）によるもの、②合弁による

もの、③100％外資によるものの3形態について

のみ約束されており、外国企業の支店の設置につ

いては、個別分野に特段の定めのある場合を除き

約束されていない。駐在員事務所は、直接収益の

ある事業に従事しない限り設置可能とされてい

る。また、これら法人における管理職・役員・専

門家について、少なくとも総数の20％がベトナ

ム国籍者であることを求める国籍要件が規定され

ている。但しこれに関わらず1企業につき最低3

人の非ベトナム国籍者の配置が認められている。

（ⅰ）特定分野における約束

コンピューター関連サービスについては、

外 資100％ 企 業 の 場 合、2009年1月11日

（WTO加盟2年後）までは在ベトナム外資企

業向けのサービス提供のみが認められている

が、それ以降は当制限はなくなり、また

2010年1月11日には外国企業の支店の設置

が可能となる。また、広告サービス、市場調

査サービスについては外資は51％を超えな

い範囲でのみ認められるが、2009年1月1日

以降は当制限が撤廃される。機械等の保守修

理サービス（船舶・航空機およびその他輸送

機器を除く）については49％を超えない範

囲で外資が認められているが、2010年1月11

日には51％、2012年1月11日には100％の外

資が認められる。流通分野（卸、問屋、小

売）については、2009年1月1日まではベト

ナム法人との合弁が必要であったが、それ以

降は外資制限は撤廃され100％外資が認めら

れる。また流通分野における取扱除外品目と

されていたセメント、タイヤ、自動車、オー

トバイ、紙、鉄、音響機器等については、

2009年1月1日に一部緩和され、さらに2010

年1月11日にはこれらの取扱品目の制限が撤

廃される。但し小売分野については、2店目

以降の出店に際しては、経済必要性テスト

（Economic Needs Test）が求められること

となっており、実質的な数量規制の裁量余地

が残されたままである。なお、フランチャイ

ズについては2009年1月1日以降、資本制限

はなくなり、2010年1月11日以降は外国企

業の支店の設置が可能となる。通信分野につ

いても、非設備事業者によるインターネット

接続サービスについて、2010年1月11日ま

では51％を超えない範囲で合弁（ベトナム

国内で正当な事業免許を得た電気通信事業者

との合弁に限る）による参入が認められる

が、それ以降は65％にまで上限が引き上げ

られ、合弁相手の制限は撤廃される。なお設

備事業者による同サービスについては、協定

発効時以降、ベトナム国内で正当な事業免許

を得た電気事業者との合弁のみにつき50％

を超えない範囲で資本参入が認められる。金

融分野については、2012年1月11日以降、

生命保険以外（損害保険）の分野について支

店の開設が認められる（ただし、プルデン

シャル規制の余地が残されている）。また銀

行その他金融サービスについても、一定の形

態での商業拠点開設が認められている。

（ⅱ）最恵国待遇

日ベトナムEPAでは、一方の締約国（例：
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ベトナム）が第三国に対しより特恵的待遇を

与えた場合、それがGATS第5条の要件を満

たすFTA/EPAでの特恵的待遇である限り

は例外とした上での最恵国待遇を原則規定し

つつ、当例外となる特恵的待遇については、

他方の締約国（例：日本）に対して待遇が劣

後しないよう協議を行う機会を与えることを

義務づけるという形で規定されている。

・日スイスEPA

スイスは日本にとって欧米先進国との間の初の

EPAで、日メキシコ、日チリに続いてネガティ

ブリスト方式を採用した3番目の国である。本方

式では自由化をできない分野を特定した形で留保

が行われるため、我が国がASEAN各国と結んで

きたポジティブリスト方式よりも、より広範な自

由化を約束する形式となっており、また先進国同

士のEPAでもあるため、総じて高いレベルでの

自由化が確保されている。また本協定は、今後

EUとの経済統合協定等へのモデルケースともな

りうるもので意義深い。

（ⅰ）�スイス側が留保を行った分野（サービス

分野における投資も含む）

流通（問屋、卸、小売）、建設、武器・弾

薬・軍事転用可能な車等の販売、医薬品・医

療機器にかかる販売、貴金属にかかる流通、

パイプライン輸送、船舶レンタル・リース、

内航水運、航空サービス（人、貨物、航空写

真等）、郵便・クーリエサービス、オーディ

オビジュアルサービス（ラジオ・テレビ・

ケーブルテレビ等）、保険サービス（火災保

険・健康保険等）、年金サービス、銀行サー

ビス、証券サービス、会計・監査サービス、

不動産サービス、レンタルサービス（ビデ

オ・映画）、R&Dサービス、法律サービス

（弁護士、法律相談、弁理士）、広告サービス

（ラジオ、テレビ、屋外）、農業・林業関連

サービスなど。

（ⅱ）最恵国待遇

日スイスEPAでは、一方の締約国が第三

国に対しより特恵的な待遇を与えた場合、そ

れがGATS第5条の要件を満たすFTA/EPA

での特恵的待遇である限りは例外とした上で

の最恵国待遇を原則規定しつつ、当例外とな

る特恵的待遇については、他方の締約国に遅

延なく通報する義務を規定し、同待遇に劣後

しない待遇を他方の締約国に対し与えるよう

努力する規定が設けられている。また、当該

他方の締約国のリクエストがある場合は、当

該一方の締約国は同待遇を日スイスEPAに

取り込むための交渉に応じなくてはならない

という義務を規定している。

・日インドEPA

インドは、Consolidated FDI Policy Circular 2 

of 2010（海外直接投資に関する政策、規則を統

合 し た 文 書、2010年10月 発 効、 以 下『FDI 

Policy』）において、各サービス分野の外資制限

比率や承認手続きを規定している。インド約束表

では、第3モードに関し、分野別約束内容に加え

て、FDI Policyに定められる規制が適用されるこ

とが規定されているが、同時に、分野別約束を無

効化又は侵害しない限りにおいて適用されること

を条件としている。つまり、日インドEPAでは、

本章（2）⑦に記載したようなスタンドスティル

義務は規定されていないが、FDI Policyの適用に

は現状維持義務が課せられ、仮に将来、FDI 

Policyが改正され約束表の分野別約束に記載され

た条件・制限よりもより制限的な規制に変更され

たとしても、日インドEPAの関係では約束表に

記載された条件・制限が引き続き適用されること

になる。

分野別約束については、インドは、GATSやこ

れまで締結したEPA/FTAにおいて約束したこ

とがない内容を含む、基本電気通信の外資規制改

善、シングルブランド及びシングルブランドのフ

ランチャイズについての外資参入、日本の銀行に
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よる支店設置申請について好意的配慮を払う旨の

約束、及び国際海上運送サービスの第1モードに

おける留保の一部撤廃等について約束を行った。

特定の分野において、GATSよりも自由化水準の

高い約束をした主な分野は次のとおり。

（ⅰ）特定分野における約束

流通サービスについて、問屋・卸売は外資

100％まで認め、小売（シングルブランド）

については外資51%、シングルブランドのフ

ランチャイズについては外資100%まで認め

た。電気通信サービスについても外資規制比

率を74%まで緩和。金融サービスについて

は、銀行免許について、日本の銀行による支

店設置申請について好意的配慮を払うことを

約束（印韓EPAにおいても同様の約束を行っ

ている。）。また、国際海上運送サービスにつ

いて第1モードの約束を改善（定期船貨物の

40％以上は印籍船による運送によることとの

留保を撤廃。）を行った。

（ⅱ）最恵国待遇

無条件均てんによる最恵国待遇は規定して

いない。一方の締約国（インド）が、第三国

とFTA/EPAを締結し、他方の締約国（日

本）に与えた待遇よりも良い待遇を与えてい

る場合、他方の締約国は、一方の締約国に対

しその付与を求めることにより、一方の締約

国はその付与を検討するというもの。また、

そうした待遇の付与に際しては、双方の約束

の全体的な水準を維持すべきとされている。

・日ペルーEPA

日ペルーEPAでは、両国とも、WTOにおける

約束水準を超える約束を行い、内国民待遇等の原

則の下で引き続き維持する国内措置等をそれぞれ

附属書に記載することで透明性を確保している。

また、電気通信サービスについて章を設け、電気

通信分野へのアクセスについてWTOを超える

ルールを規定した。
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＜図表2－2＞　発効済対ASEAN諸国EPAサービス貿易章約束の比較（GATSプラスのもののみ記述。空欄はGATS同等）

発効済
シンガポール

マレーシア タイ
2002年発行時 2007年レビュー結果

G
A
T
S
プ
ラ
ス
の
主
要
分
野
別
約
束

機器保守修理・
レンタルリース

外資制限なしを約束 建設機器・事務機器
等のレンタル・リー
ス の 外 資51％（ マ
で生産された製品を
扱う場合に限る）
事務機器、ボイラー
等の保守修理の外資
51％（マで生産され
た製品を扱い、リー
ス業者が行う場合に
限る）

家電製品の保守修理
の 外 資60％（ タ イ
及び日本で生産され
た自社製品を扱う場
合に限る）

コンピューター
関連サービス

外資制限なしを約束 外資50％未満を約
束（貸付資本比率条
件あり）

流通 外資制限なしを約束
（ただし、輸入禁止
品目の取扱い等は、
約束の対象外として
留保）

卸・ 小 売 の 外 資
75％（タイで生産さ
れた自社製品を扱う
場 合 に 限 る。 た だ
し、自動車について
は、日本で生産され
た自社製品を扱うこ
とが可）

その他製造業関
連サービス

物流コンサル業（純
粋コンサル限定で、
実際の物流業は除
外）は51%（貸付資
本比率条件あり）

金融 保険会社への新規免
許の発行、保険会社
への出資規制（49％）
の撤廃等

フルバンク銀行免許
1枠を追加付与。卸
売銀行の設立の数の
制限を撤廃

通信 外資制限なしを約束 一部分野につき外資
制限緩和等

運輸 外 航 海 運（ 旅 客 ）
サービス、海運貨物
取 扱、 倉 庫 サ ー ビ
ス、航空機・車両等
リースを新たに約束

外航海運貨物船のレ
ンタルサービスを新
たに約束

外航海運貨物サービ
ス貨物留保措置撤廃
のほか、海運貨物取
扱・海運代理店を新
たに約束

その他 会計サービス、エン
ジニアサービス、医
療等に関する研究開
発、市場調査サービ
ス、観光（ホテル）
等

ホテル宿泊サービ
ス、 広 告 業 の 外 資
50％以下（貸付資本
比率条件あり）等
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発効済

インドネシア ブルネイ フィリピン

家電、事務機器、建設機器、自動
車（二輪除く）の保守修理につい
てインドネシア国内で生産された
自社製品を扱う場合に限り10年間
の現行法令適用を約束（現行法令
上外資規制がないため、当該期間
中は実質外資無制限）

一部分野につき、3年間の現行法
令適用を約束（現行法令上外資規
制がないため、当該期間中は実質
外資無制限）

一部分野につき、最低資本金等の
条件を満たす企業については外資
100%約束（それ以外は40%）

家電、事務機器、建設機器、自動
車（二輪除く）の卸売業について
インドネシア国内で生産された自
社製品を扱う場合に限り10年間の
現行法令適用を約束（現行法令上
外資規制がないため、当該期間中
は実質外資無制限）

問屋業につき、最低資本金等の条
件を満たす企業については外資
100%約束（それ以外は40%）

金融リース業の借入資金対自己資
本比率制限につき、調達元別内外
差別撤廃

商業銀行の外資60%等を約束。

専用線サービス等一部分野を新た
に約束。基本電気通信サービス等
の外資制限を40%に緩和

専用線サービス等一部分野を新た
に約束。

海運貨物取扱サービス、船舶の賃
貸サービスを一定制限のもと新た
に約束

外航海運サービス・港湾施設サー
ビスを新たに約束

海運代理店サービス・海運貨物取
扱サービスについて外資制限撤廃
や、港湾施設サービス利用に係る
追加約束等

旅行代理店サービス・ツアーオペ
レーターサービスにおける事業者
数制限緩和等を約束、等

ホテル業を新たに約束
建設分野約束追加ならびに外資制
限を55%未満に緩和
広告業の外資30％
調査サービスの外資30％、等

広告サービスの外資30%（ただし
役員国籍要求あり）
一定条件下で石油等鉱物調査・開
発関連サービス外資40%約束
旅行ガイドサービスを新たに約束、
等
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＜図表2－3＞　我が国の署名・発効済み経済連携協定：サービス章の主要規定概要

名称
（略称）

日・シンガポール
経済連携協定

日本・メキシコ
経済連携協定

日本・マレーシア
経済連携協定

日本・チリ
経済連携協定

2002年11月30日発効 2005年4月1日発効 2006年7月13日発効 2007年9月3日発効
附属書（約束
表）の方式 ポジティブリスト方式 ネガティブリスト方式 ポジティブリスト方式 ネガティブリスト方式

最恵国待遇 △MFN規定なし。た
だし第三国に与えた
特恵的待遇について、
他方締約国から均て
んを要請されたとき
は、均てんを考慮し
なければならない旨
を規定。

○原則MFN規定。例
外は附属書（MFN留
保表）に記載。

△原則MFN規定。た
だし、例外を定める
附属書（MFN留保表）
ですべてのセクター
を留保し、例外の例
外として一部の分野
につきMFNを付与。

○原則MFN規定。例
外は附属書（留保表）
に記載。

内国民待遇 ○約束表に記載した
範囲での自由化付与

○原則付与。例外は
附属書（留保表）に
記載

○約束表に記載した
範囲での自由化付与

○原則付与。例外は
附属書（留保表）に
記載

市場アクセス ○GATS第16条の市
場アクセスと同様の
規定（約束表記載の
範囲での自由化付与）

市場アクセスは義務
の対象としていない

（拠点設置要求禁止の
義務あり。ただし附
属書留保表で例外記
載）

○GATS第16条の市
場アクセスと同様の
規定（約束表記載の
範囲での自由化付与）

市場アクセスは義務
の対象としていない。

（拠点設置要求禁止の
義務あり。ただし附
属書留保表で例外記
載）

透明性 △協定の運用に関連
し又は影響を及ぼす
措置の公表（国内で
可）、これらの措置に
関して他方締約国か
らの質問に対する回
答義務等について規
定。

○協定の運用に関連
し又は影響を及ぼす
措置の公表（国内で
可）、これらの措置に
関して他方締約国か
らの質問に対する回
答義務等について規
定。
ネガティブリスト形
式で約束を行ってい
るため、スタンドス
ティルで留保する分
野については、現行
措置の具体的内容が
明確化。

△協定の運用に関連
し又は影響を及ぼす
措置の公表（国内で
可）、これらの措置に
関して他方締約国か
らの質問に対する回
答義務等について規
定。サービス章にお
いて、市場アクセス
及び内国民待遇義務
に影響を及ぼす規制
措置の情報提供、サー
ビス貿易に係る白書
等の提供等について
規定。

○協定の運用に関連
し又は影響を及ぼす
措置の公表（国内で
可）、これらの措置に
関して他方締約国か
らの質問に対する回
答義務等について規
定。
ネガティブリスト形
式で約束を行ってい
るため、スタンドス
ティルで留保する分
野については、現行
措置の具体的内容が
明確化。

スタンドス
ティル義務

規定なし ○中央政府や地域政
府の措置として、こ
れらの政府が維持し、
留保表（現行措置に
基づき留保を行う分
野のリスト）に記載
する内国民待遇等の
義務に非整合的な現
行措置などを対象に
規定。

○約束表においてSS
のマークが付された
分野を対象。特定の
約束について、SSの
マークを付した分野
の約束は、内国民待
遇等に非整合的な現
行措置に基づく条件
及び制限に限定され
る旨を規定。

○中央政府や地域政
府の措置として、こ
れらの政府が維持し、
留保表（現行措置に
基づき留保を行う分
野のリスト）に記載
する内国民待遇等の
義務に非整合的な現
行措置などを対象に
規定。

支払い及び
資金移動

△GATS同 様、 約 束
した分野のみを対象
として当該規制措置
を課してはならない
旨を規定。

○例外章（協定全体
においてスコープ外
とするものを規定）
において、越境サー
ビス貿易に係る当該
規制措置を課しては
ならない旨を規定。

○約束した分野に限
定せず、すべてのサー
ビス貿易に関連する
分野を対象として当
該規制措置を課して
はならない旨規定

規定なし
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日本・タイ
経済連携協定

日本・インドネシア
経済連携協定

日本・ブルネイ
経済連携協定

日本・フィリピン
経済連携協定

2007年11月1日発効 2008年7月1日発効 2008年7月31日発効 2008年12月11日発効

ポジティブリスト方式 ポジティブリスト方式 ポジティブリスト方式 ポジティブリスト方式

△一方の締約国が第三国
に対し、より良い待遇を
与えた場合、他方の締約
国からの要請により、更
に良い待遇の付与の要請
を検討。

△原則MFN規定。ただ
し例外を定める附属書

（MFN留保表）ですべて
のセクターを留保し、例
外の例外として一部の分
野につきMFNを付与。

○原則MFN規定。例外
は附属書（MFN留保表）
に記載。

○原則MFN規定。例外
は附属書（MFN留保表）
に記載。

○約束表に記載した範囲
での自由化付与

○約束表に記載した範囲
での自由化付与

○約束表に記載した範囲
での自由化付与

○約束表に記載した範囲
での自由化付与

○GATS第16条の市場ア
クセスと同様の規定（約
束表記載の範囲での自由
化付与）

○GATS第16条の市場ア
クセスと同様の規定（約
束表記載の範囲での自由
化付与）

○GATS第16条の市場ア
クセスと同様の規定（約
束表記載の範囲での自由
化付与）

○GATS第16条の市場ア
クセスと同様の規定（約
束表記載の範囲での自由
化付与）

△協定の運用に関連し又
は影響を及ぼす措置の公
表（国内で可）、これら
の措置に関して他方締約
国からの質問に対する回
答義務等について規定。
市場アクセス及び内国民
待遇義務に適合しない現
行措置の一覧表（透明性
リスト）の交換。

△協定の運用に関連し又
は影響を及ぼす措置の公
表（国内で可）、これら
の措置に関して他方締約
国からの質問に対する回
答義務等について規定。
他方の締約国のサービス
提供者からの上記の法令
等の質問に対し、コンタ
クトポイントを通じ、回
答及び情報提供。

○協定の運用に関連し又
は影響を及ぼす措置の公
表（国内で可）、これら
の措置に関して他方締約
国からの質問に対する回
答義務等について規定。
市場アクセス及び内国民
待遇義務に適合しない現
行措置の一覧表（透明性
リスト）の交換。
他方の締約国のサービス
提供者からの質問に対し、
コンタクトポイントを通
じ、回答及び情報提供。

○協定の運用に関連し又
は影響を及ぼす措置の公
表（国内で可）、これら
の措置に関して他方締約
国からの質問に対する回
答義務等について規定。
市場アクセス及び内国民
待遇義務に適合しない現
行措置の一覧表（透明性
リスト）の交換。
他方の締約国のサービス
提供者からの質問に対し、
コンタクトポイントを通
じ回答及び情報提供。

○約束表においてSSの
マークが付された分野を
対象。特定の約束につい
て、SSのマークを付した
分野の約束に関しては、
内国民待遇等に非整合的
なすべての現行措置に基
づく条件及び制限として
記載する旨を規定。

○約束表においてSSの
マークが付された分野を
対象。特定の約束につい
て、SSのマークを付した
分野の約束は、内国民待
遇等に非整合的な現行措
置に基づく条件及び制限
に限定される旨を規定。

規定なし ○約束表においてSSの
マークが付された分野を
対象。特定の約束につい
て、SSのマークを付した
分野の約束は、内国民待
遇等に非整合的な現行措
置に基づく条件及び制限
に限定される旨を規定。

△GATS同様、約束した
分野のみを対象として当
該規制措置を課してはな
らない旨を規定。

○約束した分野に限定せ
ず、すべてのサービス貿
易に関連する分野を対象
として当該規制措置を課
してはならない旨規定

△GATS同様、約束した
分野のみを対象として当
該規制措置を課してはな
らない旨を規定。

○約束した分野に限定せ
ず、すべてのサービス貿
易に関連する分野を対象
として当該規制措置を課
してはならない旨規定
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名称
（略称）

日本・スイス
自由貿易経済連携協定

日本・ベトナム
経済連携協定

日本・インド
経済連携協定

2009年9月1日発効 2009年10月1日発効 2011年2月16日署名
附属書（約束
表）の方式 ネガティブリスト方式 ポジティブリスト方式 ポジティブリスト方式

最恵国待遇 △原則MFNを規定。例
外は附属書（留保表）に
記載される措置ならびに
GATS5条の要件を満た
すFTA/EPAによる特恵
的待遇。例外後者につい
ては、他方の締約国に対
し劣後しない待遇を付与
する努力義務を規定。

△原則MFNを規定。例
外は附属書（MFN留保
表）に記載される措置な
らびにGATS5条の要件
を満たすFTA/EPAによ
る特恵的待遇。例外後者
については、他方の締約
国に対し協議の機会を付
与する義務を規定。

△一方の締約国が第三国
に対し、より良い待遇を
与えた場合、他方の締約
国からの要請により、更
に良い待遇の付与の要請
を検討。

内国民待遇 ○原則付与。例外は附属
書（留保表）に記載

○約束表に記載した範囲
での自由化付与

○約束表に記載した範囲
での自由化付与

市場アクセス ○GATS第16条の市場ア
クセスと同様の内容を原
則 付 与。 例 外 は 附 属 書

（留保表）に記載

○GATS第16条の市場ア
クセスと同様の規定（約
束表記載の範囲での自由
化付与）

○GATS第16条の市場ア
クセスと同様の規定（約
束表記載の範囲での自由
化付与）

透明性 ○協定の運用に関連し又
は影響を及ぼす措置の公
表（国内で可）、これら
の措置に関して他方締約
国からの質問に対する回
答義務等について規定。
ネガティブリスト形式で
約束を行っているため、
スタンドスティルで留保
する分野については、現
行措置の具体的内容が明
確化。

△協定の運用に関連し又
は影響を及ぼす措置の公
表（国内で可）、これら
の措置に関して他方締約
国からの質問に対する回
答義務等について規定。
他方の締約国のサービス
提供者からの上記の法令
等の質問に対し、コンタ
クトポイントを通じ、回
答及び情報提供。

○協定の運用に関連し又
は影響を及ぼす措置の公
表（国内で可）、これら
の措置に関して他方締約
国からの質問に対する回
答義務等について規定。
市場アクセス及び内国民待
遇義務に適合しない現行
措置の一覧表（透明性リス
ト）の交換（努力義務規定）。
他方の締約国のサービス
提供者からの質問に対し、
コンタクトポイントを通
じ回答及び情報提供。

スタンドス
ティル義務

○全てのレベルの政府
（中央・地域・地方）の
措置として、これらの政
府が維持し、留保表（現
行措置に基づき留保を行
う分野のリスト）に記載
する内国民待遇等の義務
に非整合的な現行措置な
どを対象に規定。

規定なし 規定なし
（ただし、FDI Policyの
適用にスタンドスティル
義務あり）

支払い及び
資金移動

○約束した分野に限定せ
ず、すべてのサービス貿
易に関連する分野を対象
として当該規制措置を課
してはならない旨規定

△GATS同様、約束した
分野のみを対象として当
該規制措置を課してはな
らない旨を規定。

△GATS同様、約束した
分野のみを対象として当
該規制措置を課してはな
らない旨を規定。

※日ペルー経済連携協定については、未署名であり、公表情報が限定されているため表には記載されない。
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（4）諸外国におけるサービス協定の内容
WTO加盟国は、サービス貿易に関するFTA

を締結した場合、サービス貿易一般協定（GATS）

第5条に基づきWTOに対して通報しなければな

らない。1993年以前には、サービス分野の統合

を含む地域統合は1958年発効の欧州連合と1989

年発効の豪州ニュージーランド経済緊密化協定の

2件のみで、1994年のNAFTA締結以降、2000年

までに発効したサービス分野の統合を含む地域協

定も、10件に過ぎなかった。しかし、2001年に7

件、2002年に4件、その後も毎年3〜7件のペー

スでサービス貿易に関するFTAが発効している。

ほとんどの地域統合にサービス分野が含まれてい

ることも近年の特徴である。今回、このうち9協

定について分析を行った。

なお、ASEANサービス枠組み協定（AFAS）

については、別途コラムにて記述する。

①全体構造等

分析対象とした9協定は、大枠は共有されるも、

発効時期及び締約国の組み合わせ、締約国が既に

有していたFTAの規定内容等により内容に相違

がある。そのうち、NAFTAのみがGATS発効

前に発効しており、その他8協定は2003年以降に

発効したものである。これらは、約束・留保の方

法によって、①ネガティブリスト方式である

NAFTA、豪州シンガポール、米シンガポール、

米豪州、米韓、②ポジティブリスト方式である

EFTAシンガポール、豪州タイ、印シンガポー

ル、EFTA韓に分けられる。なお、ネガティブ

リスト方式の場合、基本的に、第3モードは投資

章で扱われる（豪州シンガポールのみ、第3モー

ドもサービス章で扱っている）。個別分野の扱い

に関しては、金融、通信、航空、人の移動が別の

章で規定される場合が多い。

②基本原則等

最恵国待遇について、原則付与を規定している

協定は、NAFTA、米シンガポール、米豪州、米

韓である。EFTAシンガポール、EFTA韓は、

原則付与だがFTA例外を設けている。印シンガ

ポールでは、一方の締約国が第三国と将来結ぶ

FTA/EPAにおいて、当該第三国に対し特恵的待

遇を与える場合、他方の締約国のリクエストによ

り、一方の締約国は、他方の締約国に対し、その

付与を考慮しなければならない旨を規定してい

る。なお豪州シンガポール、豪州タイでは、

MFNの条項はないが、上記印シンガポールと同

様の規定を「約束の見直し」に関する条項に規定

している。内国民待遇については、全協定が規定

を有している。市場アクセスについては、GATS

で考案された概念であることもあり、ポジティブ

リスト形式を採用するFTA/EPAにおいては、

GATS第16条と同様の規定を踏襲している（ネ

ガティブリスト形式である米シンガポール、米豪

州及び米韓は、第3モードを投資章で規定するが、

GATS第16条の市場アクセスのうち量的制限、

形態制限と同内容を規定している）。なお、

NAFTA、米シンガポール、米豪州及び米韓では、

越境サービス取引にあたって現地業務拠点の設置

又は居住を要件として課すことを原則禁止する規

定がある。国内規制は、すべての協定で規定され

ている。送金（支払及び資金移動の自由）につい

ては、締約国が、経常取引（サービス貿易に伴う

資金の移動及び支払い）に制限を課さないとする

適用範囲として、ポジティブリストの場合は、約

束した分野に限定、ネガティブリストの場合は、

特段の限定は設けられていない。承認について

は、印シンガポールのように別途の合意を受け

て、職業団体による交渉分野と実施時期を明記

（「協定発効後12か月以内に会計、監査、建築士、

医師、歯科医師及び看護士」）する協定や、豪州

シンガポール、豪州タイのように職業団体による

交渉を行うことを慫慂する協定の他、相互承認を

「可能」とする協定と、様々である。利益の否認

についてはEFTAシンガポール、EFTA韓では

規定がない。
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（5）経済的視点及び意義
サービス貿易は、「第Ⅱ部第11章サービス貿易

（4）経済的視点及び意義」で述べたとおり、生産

要素の移動を伴うという特徴を有しているととも

に、金融、通信等、他の産業にとってのインフラ

として大きな波及効果を有している。そのため、

二国間・地域内におけるサービス貿易の自由化

は、多国間における取組と同様、一時的に既存の

サービス事業者の雇用に影響を与えることはある

ものの、長期的には、当該サービス産業の競争力

強化や、他のサービス分野及び製造業における生

産の効率性向上に資する効果を有していると考え

られる。
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＜図表2－4＞　第3国間経済連携協定：サービス章の規定概要

名称
（略称）

北米自由貿易協定
（NAFTA）

EFTAシンガポール
自由貿易協定

（EFTA星FTA）

豪州・シンガポール
自由貿易協定
（豪星FTA）

アメリカ・シンガポー
ル自由貿易協定
（米星FTA）

1994年1月1日発効 2003年1月1日発効 2003年7月28日発効 2004年1月4日発効

附属書（約束
表）の方式 ネガティブリスト方式 ポジティブリスト方式 ネガティブリスト方式 ネガティブリスト方式

最恵国待遇 ○原則MFN規定 △原則MFN。ただし
FTA例外規定あり。

△MFN規定なし。た
だし「約束の見直し」
に関する規定におい
て、第三国に与えた
特恵的待遇について、
その均てんを好意的
に考慮しなければな
らない旨を規定。

○原則MFN

内国民待遇 ○原則付与 ○約束表に記載した
範囲での自由化付与

○約束表に記載した
範囲での自由化付与

○原則付与

市場アクセス 規定なし。ただし類
似概念である「量的
制限」を規定。

○GATS第16条の市
場アクセスと同様の
規定

○GATS第16条の市
場アクセスと同様の
規定

○GATS第16条の市
場アクセスのうち量
的制限、形態制限と
同内容を規定。拠点
設置（第3モード）を
含まないため、外資
出資比率規制の制限
はなし。

現地業務拠
点設置要求
の禁止

○ 市場アクセスの1つと
して現地拠点の事業
形態（特定の形態要
求等を禁止）につい
て規定。

市場アクセスの1つと
して現地拠点の事業
形態（特定の形態要
求等を禁止）につい
て規定。

○

国内規制 ○ ○ ○ ○

透明性 ○ ×規定なし ○ ○

支払い及び
資金移動

×規制なし ×規定なし ○

利益の否定 ○ ×規定なし ○ ○
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名称
（略称）

アメリカ・豪州
自由貿易協定
（米豪FTA）

豪州・タイ
自由貿易協定
（TAFTA）

インド・シンガポール
自由貿易協定
（印星FTA）

正式名は包括経済協力
協定：CECA

EFTA・韓国
自由貿易協定

（EFTA韓FTA）

2005年1月1日発効 2005年1月1日発効 2005年8月発効 2006年9月1日発効

附属書（約束
表）の方式 ネガティブリスト方式 ポジティブリスト方式 ポジティブリスト方式 ポジティブリスト方式

最恵国待遇 ○原則MFN ×規定なし △協定発効後、一方
の締約国が第三国に
対し、より良い待遇
を与えた場合、他方
の締約国の同待遇の
付与の要請を検討。

（第7.6条）

△原則MFN。ただし
FTA例外。

内国民待遇 ○原則付与 ○約束表に記載した
範囲での自由化付与

○約束表に記載した
範囲での自由化付与

○GATS第17条を適
用する旨を規定。約
束表に記載した範囲
での自由化付与

市場アクセス ○GATS第16条の市
場アクセスのうち量
的制限、形態制限と
同内容を規定。ただ
し拠点設置（第3モー
ド）を含まないため、
外資出資比率規制の
制限はなし。

○GATS第16条の市
場アクセスと同様の
規定

○GATS第16条の市
場アクセスと同様の
規定

○GATS第16条を適用
する旨を規定。

現地業務拠
点設置要求
の禁止

○ 市場アクセスの1つと
して現地拠点の事業
形態（特定の形態要
求等を禁止）につい
て規定。

市場アクセスの1つと
して現地拠点の事業
形態（特定の形態要
求等を禁止）につい
て規定。

規定なし。ただし市
場アクセスについて
GATS第16条を適用
する旨規定（現地拠
点の事業形態につい
ても規定）。

国内規制 ○ ○ ○ ○GATS第6条を適用
する旨を規定

透明性 ○ ×規定なし ○ ○透明性に関する締
約 国 の 権 利 義 務 は
GATS第3条1項及び
2項を適用する旨を規
定

支払い及び
資金移動

○ ○ ○ ○

利益の否定 ○ ○ ○ ×規定なし
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アメリカ・韓国
自由貿易協定
（米韓FTA）

サービスに関する
ASEANフレームワーク

（AFAS）

中国ASEAN
サービス協定

韓国ASEAN
サービス協定

2007年6月30日署名
（未批准・未発効） 1998年3月31日発効 2007年1月14日署名 2009年5月1日発効

ネガティブリスト方式 ポジティブリスト方式 ポジティブリスト方式 ポジティブリスト方式

○原則MFN ×なし ×なし ×なし

○原則付与。但し地域政
府についての留保あり

×なし ○ ○

○（ 米 豪 とidentical）
GATS第16条の市場アク
セスのうち量的制限、形
態制限と同内容を規定。
ただし拠点設置（第3モー
ド）を含まないため、外
資出資比率規制の制限は
なし。

○Liberalization条項にて
規定

○ ○

○ ×なし ×なし ×なし

○（米豪に対し、多少差
異あり）

×なし ○ ○

○（米豪に対し、差異あ
り）

×なし ○GATS第3条1項及び2
項を適用する旨を規定

○

○（米豪とidenticalだが、
Article11.G適用あり→韓
国のみ、同国外為法6条
に沿った措置適用を排除
しない旨規定）

×なし ○ ○

○（米豪とidentical＋フ
リーライド否認において
通知・協議要件あり）

○ ○ ○
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流通約束コ ラ ム
流通サービスは、その経済的影響の大きさから、

特に開発途上国において国内規制の厳しい分野の1

つである。このような事情を反映して、WTOにお

ける多国間交渉では、開発途上国の多くが流通サー

ビスに関する約束をしていない状況にある。一方

で、二国間・地域内の経済連携協定交渉ではどれほ

どの約束が成されているのか、以下2つのFTAに

関して分析してみる。

注：�ここで言う「流通サービス」とは、WTOにお

けるサービス産業分類（MTN.GNS/W/120）上

の項目名4にあるDISTRIBUTION SERVICES

を指す。すなわち問屋サービス、卸売サービス、

小売サービス、フランチャイズサービス、及び

その他流通サービスのことであり、同分類上の

別項目にあるエネルギー流通サービスや、音響

映像サービスの小分類としての映画・ビデオ

テープ流通サービスは含まないとする。

（1）�インド・シンガポール自由貿易協定（CECA）

における、インド流通サービス自由化約束状況

a．問屋・卸売サービス

この分野については、GATSにおけるインドの初

期約束表（1994年）では全く約束がない。印星

CECA（2005年発効）では、家畜類を除いた問屋・

卸売サービスが約束されているが、その内容は、

サービス貿易第1モード及び第2モードについては、

市場アクセス・内国民待遇ともに「制限なし」だ

が、第3モードに関しては、内外無差別ではあるが、

市場アクセスに関し関連管轄団体による認可を得る

必要があると記述されている。第4モードについて

は全くの約束なしとなっている。

b．小売・フランチャイズサービス

この分野については、GATSにおいても印星

CECAにおいても全く約束がない。

（2）�豪州・タイ自由貿易協定（TAFTA）における、

タイ流通サービス自由化約束状況

a．問屋・卸売サービス

問屋サービスについてのみ、GATSにおけるタイ

の初期約束表（1994年）で約束がある。その内容

は、市場アクセス・内国民待遇ともに「制限なし」

と約束されているのはサービス貿易第2モードのみ。

第3モードについては、まず外資比率49％を上限と

する内国民待遇への制限があり、市場アクセスにつ

いては、タイに登記を持つ有限会社の形態を通じて

の進出のみが許可されており、また当該有限会社の

総株主数に対し外国人株主の数が半分以下であるこ

と、という条件が付加されている。なお、卸売サー

ビスにおいては全く約束されていない。一方、

TAFTA（2005年発効）においては、タイ国内で物

品製造を行う豪州系現地法人が、当該物品の卸売な

らびに設置サービスを提供する場合のみ、当該サー

ビスを提供するタイ国内法人の外資比率制限が撤廃

（100％許可）されている。但し、蒸留酒の問屋・卸

売については有限会社形態で、かつ外資比率は

49％が上限とされている。その他物品の問屋サービ

スについては約束されていない。

b．小売・フランチャイズサービス

この分野については、GATSにおいては全く約束

がない。一方、TAFTAでは、小売サービスについ

ては、卸売サービス同様にタイ国内で物品製造を行

う豪州系現地法人が当該小売ならびに設置サービス

を提供する場合にのみ、タイ国内法人の外資比率制

限が撤廃（100％許可）されている。また、問屋・

卸売サービス同様、蒸留酒の小売・フランチャイズ

については有限会社形態で、かつ外資比率は49％

が上限とされている。

（3）分析

インド・タイともに、GATSのような多国間協定

で全く約束をしていない流通サービス分野につい

て、上記二国間協定では何らかの制限付き約束を部
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分的に行っており、少なくとも当該二国間協定が国

際貿易規制の透明性向上に貢献したことが明らかで

ある。更にタイの場合は、GATSにおいて一定比率

の外資規制条件付の約束をしている流通サービス分

野において、特定の条件を満たす豪州系タイ現地法

人に関する外資規制撤廃が実現されている。なお、

2007年発効の日タイEPAでは、豪州に約束した条

件とは異なる条件ではあるが、やはりタイによる卸

売・小売サービスでの外資規制緩和が実現されてい

る。よって、貿易自由化においても、二国間協定交

渉が果たしている実質的な役割が認められる。な

お、二国間・地域協定によって果たされる貿易自由

化は、純粋に当該二国間・地域内間での経済関係強

化に対するインセンティブによってもたらされるた

め、そのようなインセンティブが働かず、かつ適切

な最恵国待遇が規律されていない相手国・地域との

経済関係における不公正貿易状態については救済が

及ばず、結果として地域間の貿易収支格差の相対的

な拡大が助長される可能性が大きい。例えば、特定

の流通サービス分野において、タイは豪州と日本と

に対しそれぞれ異なる自由化約束を行っており、結

果として、同分野におけるタイ・豪州間とタイ・日

本間との貿易収支の差は更に拡大していくことが予

想される。そのような構造的不均衡を調整するため

に、二国間・地域協定においては、無条件の最恵国

待遇規律か、若しくは約束の見直し規定（注1）を

設けることが重要となっている。

（注1）なお日タイEPAでは、特に流通含むいくつ

かのサービスに関して、協定発効後一定期間内に

見直しのための交渉に入る義務を規定した部分が

ある（第89条）。
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ASEANサービス枠組み協定（AFAS：ASEAN Framework Agreement on Services）コ ラ ム
【ASEANにおけるサービス貿易の自由化】

1995年12月タイ・バンコクにて開催された第5

回ASEANサミットにおいて、ASEAN域内におけ

るサービス貿易の重要性の高まりが認識され、加盟

国のサービス産業の競争力強化・効率性の観点か

ら、各国はGATSでの約束を越え、サービス貿易

に係る制限を実質的に削減することが合意された。

AFASの特筆すべき点は、その約束内容の見直しの

頻度が高いことが上げられる。

1995年の合意締結の際には、優先7分野（航空、

ビジネスサービス、建設、金融、海運、通信、観

光）が特定され、これらを踏まえて各国の検討が進

められた。その後2001年には、製造業付随サービ

ス、農業、漁業、林業、鉱業、採石業のセンシティ

ブ6分野を除く全ての分野について自由化を推進す

ることとされ、その後もビジネスサービス、建設、

ヘルスケア、物流・運輸、IT・通信、観光の6つの

分野についての作業部会を設置するなど、現在に至

るまで精力的に自由化の議論が進められている。

なお、2007年にASEAN経済共同体（AEC）よ

り出されたブループリント 1 によれば、航空、

e-ASEAN、ヘルスケア、観光の4分野については

2010年までに、ロジスティクスについては2013年

までに、それ以外のサービスについても2015年ま

でにASEAN域内における実質的なすべての制限を

撤廃し、そのために二年に一度の交渉を継続するこ

ととしている。さらにブループリントではGATS 

W/120の中分類に基づいて新たに約束を行うサブ

セクターの数についても数値目標が設定され、2008

年は10分野、2010年15分野、2012年及び2014年は

20分野、2015年には7分野の自由化を推進すること

している。セクター別のASEAN域内での外資比率

の制限についても、これを削減するため具体的な出

資比率について目標が設定されている。

むろん各国ごとに産業規模や構造が異なるため、

自由化の範囲や深さは各国の裁量に任されるが、

WTOのドーハラウンドが膠着状態にある中、こう

した活発な自由化の推進の動きは評価されるもので

ある。

【これまでのAFASの自由化パッケージの進展状況】

第1次パッケージ：1997年12月（クアラルンプール）

第2次パッケージ：1998年12月（ハノイ）

第3次パッケージ：2001年12月（－）

第4次パッケージ：2004年9月（ジャカルタ）

第5次パッケージ：2006年12月（セブ）

第6次パッケージ：2007年11月（シンガポール）

第7次パッケージ：2009年2月（チャアム（タイ））

（今後、2012年、14年、15年に改訂自由化パッ

ケージが出される見込み。）

なお、物品貿易分野ではAJCEP（日ASEAN包

括的経済連携協定）が締結されているが、現時点で

は日本とASEAN間でのサービス貿易協定は結ばれ

ていない。但し我が国はラオス、ミャンマー、カン

ボジアの三カ国以外のASEAN諸国との間では、

サービス貿易章を含む二国間EPAが締結されてい

る（図表2－3参照）。同二国間協定におけるサービ

ス章の内容の方がAFASより優越しているケース

が多く見られているが、上記のようにASEAN域内

でのサービス貿易の自由化交渉の進展により、マ

レーシアをはじめとする一部の国では外資制限の緩

和措置等が着実に進められており、今後これらが

AFASでの約束に反映されてくることから、将来的

に は 日 本 と の 二 国 間 協 定 の 内 容 がAFASで の

ASEAN域内でのサービス約束の内容と比較して劣

後してくる分野が出てくることも想定される。

しかしながら、既にEPAを結んでいる国とはサー

ビスの約束の見直しに関する規定等が設けられてお

り、劣後する約束がある場合は二国間協議で対応を

行うことで対応していくことが可能となっている。

1　http://www.aseansec.org/21083.pdf


